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《 授業料免除の申請手順》

※令和３ 年度から 授業料免除の申請は、 「 入学料・ 授業料免除申請システム」 （ 以下、 「 申請システ

ム」 と いう ） を 利用し て申請し ます。



１ ． 授業料免除制度及び対象者

以下の場合は、 上記「 令和３ 年度授業料免除の申請対象者について」 にかかわら ず申請が可能です。

Ｄ ． 学資負担者が死亡又は申請者本人若し く は学資負担者 が風水害等の災害を受けた（ 災害救助

法適用外） 場合について

授業料免除申請前６ ケ月以内又は納入期限内において、 申請者の学資を主と し て負担し てい

る者（ 以下「 学資負担者」 と いう 。 ） が死亡又は申請者本人若し く は学資負担者 が風水害等

の災害を受けたこ と により 、 授業料の納入が著し く 困難であると 認めら れる者

※「 授業料免除申請前６ ケ月以内」 と は、 令和３ 年４ 月１ 日から 令和３ 年９ 月３ ０ 日までの

期間です。

Ｅ ． 災害救助法適用地域で被災し た世帯の者［ 災害枠］

災害発生後1年以内に納付する授業料を対象と し ます。

学部生

以下の申請対象者から の申請に基づき 選考の上、 学期（ 前期または後期） ごと に納期分の授業料を 免除す

るも のです。 免除額は、 納期分の授業料の全額、 3分の2、 半額、 3分の1の額のいずれかと なり ます。

※高等教育の修学支援新制度（ 以下、 「 新制度」 と いう ） の支援区分（ Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ） による授業料免除を

受ける者は、 熊本大学独自に行う 授業料免除制度（ 以下「 大学独自制度」 と いう 。 ） の結果と 比較し 、

有利な方を採用し ます。

令和３ 年度授業料免除の申請対象者について

ただし 、 上記に該当し ていても 、 次のいずれかに該当する場合は対象と なり ません。

① 出願し よう と する学期分の授業料を納入済の者

② 病気、 留学等の特別の理由がなく 、 留年し ている者

③ 病気、 留学等の特別の理由がなく 、 最短修業年限を超えている者

④ 申請に係る学期の開始前６ ヶ 月以内に懲戒処分を受けた者及び処分中の者

次の①と ②の条件すべてを満たし 、 かつＡ ． Ｂ ． Ｃ のいずれかに該当する方（ 「 経過措置者」 ） が対

象です。

① 日本人（ 留学にあたら ない外国人を含む。 ） の学部学生で、 令和３ 年４ 月現在、 ３ ～４ 年生

（ 医学部・ 薬学部は５ ～６ 年生を含む） であるこ と

② 令和元年度（ 前期または後期） に授業料免除（ 熊本地震特別枠、 災害枠を含む） の申請を

行っ た者であるこ と

［ 一般枠］

Ａ ． 令和２ 年４ 月から 令和３ 年度後期申請時までに新制度の給付奨学生に採用さ れている者

Ｂ ． 新制度の申請要件により 、 新制度の給付奨学金の申請が出来ない者

Ｃ ． 令和３ 年９ 月頃に予定さ れている新制度の給付奨学金の「 二次採用」 の申請を予定し ている者
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【 選考手続き】

● 通年申請さ れた方で後期までに申請内容に変更がない場合

後期分を前期に申請さ れた申請内容に基づき選考を行います。 特に必要な手続きはあり ません。

（ １ ） 選考方法

① 授業料免除は、 申請者のう ち学力基準と 家計基準の両方を満たし た者について、 前期・ 後期ごと に、

本学の予算の範囲内で、 家計困窮度の高い者から 順に選考を行います。

「 家計困窮度の高い者」 が多く なっ た場合や当該年度の予算額等の違いにより 、 免除結果が前回と 異

なる場合があり ます。 また、 家計困窮度が高いと 判断さ れた場合であっ ても 、 学力基準を満たし てい

なければ免除になり ません。

② 学力基準については、 以下のと おり です。

・ 学部２ 年次以上： 前年度までにおいて、 本人の所属する学部等で定めら れた標準修得単位数を

修得し ている者で学業成績の指数（ GPA） が2.0以上、 かつ、 学業成績が上位1/2以内の者

前期も 後期も 年度内は同じ 成績で判定さ れます。

③ 家計基準については、 収入限度額の目安（ 半額免除の場合） をP３ に記載し ています。

世帯収入が本学の定める家計基準額を超過し ている者（ 不適格者） が多く 見受けら れますので、

申請前に必ず確認し てく ださ い。

なお、 条件を 満たし た場合であっ ても 、 上記①にあるよう に予算の範囲以内で授業料免除が行われ

るため、 必ずし も 免除さ れると は限り ません。

２ ． 選考方法

●通年申請さ れた方で後期までに申請内容に変更がある場合（ 「 変更申請」 と いいます。 ）

後期の申請期間に変更申請が必要です。

後期に申請さ れた変更申請の内容に基づき選考を行います。

前期申請時（ 4月1日現在） と 後期申請時（ 10月1日現在） で申請内容（ 家族状況・ 就学状況・ 家計状況

等） に変更が生じ る場合と は、 次のと おり です。

・ 世帯の構成員に増減があっ た（ ※「 世帯」 と は同一生計の家族です。 世帯分離し ていても 、 生計

が同一の場合は、 構成員に追加する必要があり ます。 ）

・ 世帯の構成員の中に新たに障がい者と し て認定を 受けた者がいる

・ 長期療養者・ 要介護認定者の増減があっ た

・ 火災・ 風水害・ 盗難等の被害を 受けた

・ 就学者の増減があっ た

・ 通学区分に変更があっ た

・ 4月以降、 就職・ 退職し た人がいる（ アルバイ ト を 含む）

・ 申請前6ヶ 月以内に臨時所得（ 退職金、 保険金など） があっ た

・ 給付型奨学金の受給を新たに開始し た、 または受給が終了し た

・ 日本学術振興会特別研究員に採用さ れた

・ 年金または恩給の受給を 開始し た

・ 雇用保険失業給付金の受給を開始・ 終了し た

・ 傷病手当の受給を 開始・ 終了し た

・ 児童扶養手当の受給を開始・ 終了し た

・ 生活保護の認定を 受けた・ 取り 消さ れた

・ 2021年10月1日付けでの最短修業年限の超過

・ 上記以外の変更があっ た（ 「 申立書（ 様式８ ） 」 と 変更に係る証明書を提出する）
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入学料免除及び授業料免除申請に係る収入限度額の目安（半額免除の場合） 

入学料免除及び授業料免除申請者の中には、世帯収入が本学の定める家計基準額を超過している者 

（不適格者）が多く見受けられます。申請にあたっては、概ね下表を目安としてください。  

なお、この目安額は以下の条件で算定していますので、所得の種類、世帯の構成、通学形態や家庭の特別

の事情（母子・父子世帯、身体等に障害のある者、長期療養を必要とする者、家計支持者が単身赴任してい

る者）等の有無によって異なってきますので、ご留意願います。 
 

条件：収入・所得限度額 文部科学省が定めた平成１５年度「半額免除」の収入基準額を適用  

本人＝自宅通学、奨学金受給無し、アルバイト収入無し  

父＝家計支持者 母＝専業主婦  

世帯の家族構成 １名：留学生若しくは独立生計者として認定された者  

３名：本人と両親  

４名：本人、両親及び公立高校生（自宅通学）  
５名：本人、両親，公立高校生及び公立中学生（自宅通学） 

 
１ 給与所得の場合（単位：千円）  

この表の金額は、源泉徴収票の支払金額で給与所得控除前の収入金額を指します。また、年金等の金額を

含むものとします。 

区分 世帯人員 学部学生 

自宅通学 1 名 3,670 

  3 名 5,650 

  4 名 6,450 

  5 名 6,900 

自宅外通学 1 名 4,300 

3 名 6,280 

4 名 6,920 

5 名 7,340 
 
２ 給与所得以外の場合（商業，工業，林業，水産業及び農業所得等）（単位：千円）  

確定申告の売上（収入）金額から必要経費を差し引いた税込み営業利益等の所得金額を指します。 

区分 世帯人員 学部学生 

自宅通学 1 名 1,950 

  3 名 3,340 

  4 名 3,900 

  5 名 4,320 

自宅外通学 1 名 2,390 

3 名 3,780 

4 名 4,340 

5 名 4,760 
 
＜注意事項＞ 

 免除の選考は、申請資格を有する者（学業優秀と認められ、経済的に入学料・授業料の納入が困難な

者）に対して行われます。 

 学業成績基準は P2 をご覧ください。 

 ただし、条件を満たした場合であっても、予算の範囲以内で入学料・授業料免除が行われるため、必ずし

も免除されるとは限りません。 

学部学生の場合 
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Ｅ ． 災害救助法適用地域で被災し た世帯の者［ 災害枠］

申請対象は、 公的機関発行の罹災証明書が「 全壊・ 大規模半壊・ 半壊（ 床上浸水） 」 の世帯です。

※全壊・ 大規模半壊の世帯は、 罹災証明書と 「 災害枠 授業料免除申請書」 を 申請システムを利用し 、

提出し てく ださ い。

※半壊（ 床上浸水） の世帯は、 罹災証明書と 「 災害枠 授業料免除申請書」 に加え、 大学独自制度に

よる授業料免除申請書と 必要書類を併せて申請システムを 利用し 、 提出し てく ださ い。 経済的に困

窮し ていると 認定さ れない場合は、 免除の対象と なり ません。

Ｃ ． 令和３ 年９ 月頃に予定さ れている新制度の給付奨学金の「 二次採用」 の申請を予定し ている者

本申請者は、 次のウェ ブサイ ト にある修学支援新制度「 二次採用」 の申請手続き （ 「 A様式１ 」 の

提出） を行っ てく ださ い。

※「 修学支援新制度による授業料免除について」 （ 本学公式ウェ ブサイ ト ）

大学生活 ＞ 入学料・ 授業料・ 奨学金等 ＞ 授業料免除 ＞ 令和３ （ 2021） 年度修学支援新制度による授

業料免除について

選考は、 新制度（ 給付奨学生） 「 二次採用」 の支援区分（ Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ） の結果と 、 大学独自制度による授

業料免除の結果を比較し て、 有利な方を 採用し ます。

Ｂ ． 新制度の申請要件により 、 新制度の給付奨学金の申請が出来ない者で、

以下の条件を満たす者

① 日本人（ 留学にあたら ない外国人を含む。 ） の学部学生で、 令和３ 年４ 月現在、 ３ ～４ 年生

（ 医学部・ 薬学部は５ ～６ 年生を含む） であるこ と

② 令和元年度（ 前期または後期） に授業料免除の申請を行っ た者であるこ と

従来から の大学独自制度による授業料免除と し て実施し ます。 手続き はＰ ８ 以降参照。

新制度（ 給付奨学生） に採用さ れた者（ 停止中の者を 含む） は、 次のウェ ブサイ ト にある認定継続の申請

手続き （ 「 A様式２ 」 を 提出） を行っ てく ださ い。

※「 修学支援新制度による授業料免除について」 （ 本学公式ウェ ブサイ ト ）

大学生活 ＞ 入学料・ 授業料・ 奨学金等 ＞ 授業料免除 ＞ 令和３ （ 2021） 年度修学支援新制度による授

業料免除について

前期支援区分Ⅰの方で、 見直し 後Ⅰ区分以外と なっ た場合の再申請期間はあり ません。 大学独自制度での

審査を 希望する者は必ず後期申請期間中に申請を 行っ てく ださ い。

選考は、 令和３ 年10月の見直し 後の新制度（ 給付奨学生） の支援区分（ Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ） による授業料免除額

と 、 大学独自制度による授業料免除の判定結果（ 全額免除または半額免除） を比較し て、 有利な方を採用し

ます。

Ａ ． 令和２ 年４ 月から 令和３ 年度後期申請時までに新制度の給付奨学生に採用さ れている者

（ ２ ） 申請対象者別の手続き等について

Ｄ ． 学資負担者が死亡又は申請者本人若し く は学資負担者 が風水害等の災害を受けた（ 災害救助

法適用外） 場合について

申請さ れる方は、 Ｐ ８ 以降の「 ３ ． 申請手続」 を参照し 、 『 授業料免除申請書』 を申請システム

を利用し 、 提出し てく ださ い。 提出の際は、 Ｐ １ ０ 以降の「 ４ ． 提出書類」 を参照のう え、 必要な

証明書類を併せて提出し てく ださ い。
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大学院生・ 別科生・ 専攻科生

１ ． 授業料免除制度及び対象者

以下の申請対象者から の申請に基づき 選考の上、 学期（ 前期または後期） ごと に納期分の授業料を免除す

るも のです。 免除額は、 納期分の授業料の全額または半額と なり ます。

２ ． 選考方法

（ １ ） 選考方法

① 授業料免除は、 申請者のう ち学力基準と 家計基準の両方を満たし た者について、 毎回、 本学の予算の

範囲内で、 家計困窮度の高い者から 順に選考を行います。

「 家計困窮度の高い者」 が多く なっ た場合や当該年度の予算額等の違いにより 、 免除結果が前回と 異な

る場合があり ます。 また、 家計困窮度が高いと 判断さ れた場合であっ ても 、 学力基準を満たし ていなけ

れば免除になり ません。

② 学力基準については、 以下のと おり です。

・ 大学院（ 修士課程・ 博士前期課程） １ 年次： 本人が在籍する研究科・ 教育部における入学試験の成

績が上位2/5以内の者又は学部等における学業成績が上位2/5以内の者

・ 大学院（ 修士課程・ 博士前期課程） ２ 年次以上： 前年度までにおいて、 標準修得単位数を修得し て

いる者で、 学業成績等が研究科・ 教育部が定める一定基準以上の者

・ 大学院博士課程・ 博士後期課程： 学業成績等が本人の属する研究科・ 教育部が求める一定基準以上

の者

・ 別科・ 専攻科： 入学試験の成績が上位2/5以内の者

前期も 後期も 年度内は同じ 成績で判定さ れます。

③ 家計基準については、 収入限度額の目安（ 半額免除の場合） をP６ に掲載し ています。

世帯収入が本学の定める家計基準額を超過し ている者（ 不適格者） が多く 見受けら れますので、

申請前に必ず確認し てく ださ い。

なお、 条件を満たし た場合であっ ても 上記①にあるよう に、 予算の範囲以内で授業料免除が行わ

れるため、 必ず免除さ れると は限り ません。

［ 災害枠］

災害救助法適用地域で被災し た世帯の者については、 上記にかかわら ず申請が可能です。

※災害発生後1年以内に納付する授業料を対象と し ます。

ただし 、 上記に該当し ていても 、 次のいずれかに該当する場合は対象と なり ません。

① 出願し よう と する学期分の授業料を納入済の者

② 病気、 留学等の特別の理由がなく 、 留年し ている者

③ 病気、 留学等の特別の理由がなく 、 最短修業年限を 超えている者

④ 申請に係る学期の開始前６ ヶ 月以内に懲戒処分を受けた者及び処分中の者

［ 一般枠］

（ １ ） 経済的理由により 授業料の納入が困難であり 、 かつ、 学業優秀と 認めら れる者（ 大学院生のみ）

（ ２ ） 授業料免除申請前６ ケ月以内又は納入期限内において、 学資負担者が死亡又は申請者本人若し く は学資

負担者 が風水害等の災害を受けたこ と により 、 授業料の納入が著し く 困難であると 認めら れる者

※「 授業料免除申請前６ ケ月以内」 と は、 令和３ 年４ 月1日から 令和３ 年９ 月３ ０ 日までの期間です。
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入学料免除及び授業料免除申請に係る収入限度額の目安（半額免除の場合） 

入学料免除及び授業料免除申請者の中には、世帯収入が本学の定める家計基準額を超過している者 

（不適格者）が多く見受けられます。申請にあたっては、概ね下表を目安としてください。  

なお、この目安額は以下の条件で算定していますので、所得の種類、世帯の構成、通学形態や家庭の特別

の事情（母子・父子世帯、身体等に障害のある者、長期療養を必要とする者、家計支持者が単身赴任してい

る者）等の有無によって異なってきますので、ご留意願います。 
 

条件：収入・所得限度額 文部科学省が定めた平成１５年度「半額免除」の収入基準額を適用  

本人＝自宅通学、奨学金受給無し、アルバイト収入無し  

父＝家計支持者 母＝専業主婦  

世帯の家族構成 １名：留学生若しくは独立生計者として認定された者  

３名：本人と両親  

４名：本人、両親及び公立高校生（自宅通学）  
５名：本人、両親，公立高校生及び公立中学生（自宅通学） 

 
１ 給与所得の場合（単位：千円）  

この表の金額は、源泉徴収票の支払金額で給与所得控除前の収入金額を指します。また、年金等の金額を

含むものとします。 

区分 世帯人員 大学院生（修士） 大学院生（博士） 

自宅通学 1 名 3,880 4,900 

  3 名 6,050 7,530 

  4 名 6,780 8,210 

  5 名 7,230 8,780 

自宅外通学 1 名 4,515 5,540 

3 名 6,640 7,970 

4 名 7,220 8,650 

5 名 7,670 9,220 
 
２ 給与所得以外の場合（商業，工業，林業，水産業及び農業所得等）（単位：千円）  

確定申告の売上（収入）金額から必要経費を差し引いた税込み営業利益等の所得金額を指します。 

区分 世帯人員 大学院生（修士） 大学院生（博士） 

自宅通学 1 名 2,100 2,820 

  3 名 3,620 4,950 

  4 名 4,200 5,630 

  5 名 4,650 6,200 

自宅外通学 1 名 2,540 3,260 

3 名 4,060 5,390 

4 名 4,640 6,070 

5 名 5,090 6,640 
 
＜注意事項＞ 

 免除の選考は、申請資格を有する者（学業優秀と認められ、経済的に入学料・授業料の納入が困難な

者）に対して行われます。 

 学業成績基準は P5 をご覧ください。 

 ただし、条件を満たした場合であっても、予算の範囲以内で入学料・授業料免除が行われるため、必ずし

も免除されるとは限りません。 

 

大学院生の場合 
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【 選考手続き 】

● 通年申請さ れた方で後期までに申請内容に変更がない場合

後期分を 前期に申請さ れた申請内容に基づき 選考を 行います。 特に必要な手続きはあり ません。

［ 災害枠］ 該当者

Ｐ ５ の［ 災害枠］ に該当する申請対象は、 公的機関発行の罹災証明書が「 全壊・ 大規模半壊・ 半壊（ 床上浸

水） 」 の世帯です。

※全壊・ 大規模半壊の世帯は、 罹災証明書と 「 災害枠 授業料免除申請書」 を申請システムを 利用し 、

提出し てく ださ い。

※半壊（ 床上浸水） の世帯は、 罹災証明書と 「 災害枠 授業料免除申請書」 に加え、 大学独自制度に

よる授業料免除申請書と 必要書類を 併せて申請システムを利用し 、 提出し てく ださ い。 経済的に

困窮し ていると 認定さ れない場合は、 免除の対象と なり ません。

（ ２ ） 申請対象者別の手続き等について

Ｐ ５ の［ 一般枠］ （ １ ） または（ ２ ） に該当する申請対象者は、 Ｐ ８ 以降の「 ３ ． 申請手続」 を 参照し 、 『 授

業料免除申請書』 を 申請システムを利用し 、 提出し てく ださ い。 提出の際は、 Ｐ 10以降の「 ４ ． 提出書類」 を

参照のう え、 必要な証明書類を併せて提出し てく ださ い。

［ 一般枠］ 該当者

●通年申請さ れた方で後期までに申請内容に変更がある場合（ 「 変更申請」 と いいます。 ）

後期の申請期間に変更申請が必要です。

後期に申請さ れた申請内容に基づき選考を行います。

前期申請時（ 4月1日現在） と 後期申請時（ 10月1日現在） で申請内容（ 家族状況・ 就学状況・ 家計状況

等） に変更が生じ る場合と は、 次のと おり です。

・ 世帯の構成員に増減があっ た（ ※「 世帯」 と は同一生計の家族です。 世帯分離し ていても 、 生計

が同一の場合は、 構成員に追加する必要があり ます。 ）

・ 世帯の構成員の中に新たに障がい者と し て認定を 受けた者がいる

・ 長期療養者・ 要介護認定者の増減があっ た

・ 火災・ 風水害・ 盗難等の被害を 受けた

・ 就学者の増減があっ た

・ 通学区分に変更があっ た

・ 4月以降、 就職・ 退職し た人がいる（ アルバイ ト を 含む）

・ 申請前6ヶ 月以内に臨時所得（ 退職金、 保険金など） があっ た

・ 給付型奨学金の受給を新たに開始し た、 または受給が終了し た

・ 日本学術振興会特別研究員に採用さ れた

・ 年金または恩給の受給を 開始し た

・ 雇用保険失業給付金の受給を開始・ 終了し た

・ 傷病手当の受給を 開始・ 終了し た

・ 児童扶養手当の受給を開始・ 終了し た

・ 生活保護の認定を 受けた・ 取り 消さ れた

・ 2021年10月1日付けでの最短修業年限の超過

・ 上記以外の変更があっ た（ 「 申立書（ 様式８ ） 」 と 変更に係る証明書を提出する）
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（ １ ） 全体の流れ

出願は、 次の点に注意し てく ださ い。

①１ 次申請（ 申請システム） を終えていない場合、 ２ 次申請（ 書類提出） はでき ません。

②各申請期間（ １ 次・ ２ 次） を過ぎてから は、 一切受付ができ ません。

１ 次申請（ 申請システム入力） の完了後、 ２ 次申請（ 書類提出） を提出期限内にし なければ、

申請は辞退と し て取り 扱います。

※通年申請の後期分取下げ申請について

１ 次申請期間中に、 通年申請し た者で後期分を取下げたい場合は、 申請システムにより 様式を

印刷し 提出し てく ださ い。

３ ． 申請手続

授業料免除の申請を 希望する者は、 申請システムを 使用し ます。 「 １ 次申請」 （ 入学料・ 授業料免除申請

システム入力） で必要な事項を入力し 、 入力内容が印字さ れた申請書を出力し 、 必要書類を添えて、 提出期

限までに郵送で提出「 ２ 次申請」 し てく ださ い。

学部生・ 大学院生・ 別科生・ 専攻科生共通

【 後期 】

※通年（ 前期・ 後期） 申請者で授業料免除前期の申請時点（ 4月1日） から 、 後期の申請時点（ 10月1日） の

間で、 その申請内容に変更がない場合は後期の変更申請は不要です。 通年での申請内容で審査を行います。

7月28日～8月6日

7月28日～8月6日

8月上旬～11月中旬

11月下旬

１ 次 申 請（ 入学料・ 授業料免除申請システム入力）

２ 次 申 請 （ 書類提出）

審 査 ・ 選 考

結果通知（ 学務情報システム「 SOSEKI」 へ掲載）

「 申請情報の登録が完了し まし た」 のメ ール受信後、

授業料免除申請の必要書類の印刷で終了

授業料免除申請書に証明書等を添付し て

レタ ーパッ ク ラ イ ト で送付。

「 申請情報の登録が完了し まし た」 のメ ール受信後、

授業料免除申請の必要書類の印刷で終了。
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２ 次申請（ 書類提出【 郵送】 ）

１ 次申請後、 「 入学料・ 授業料免除申請システム」 から 提出必須の「 申請書」 、 「 連絡票」 、 「 アルバイ ト

収入状況申立書」 、 「 奨学金受給状況申告書」 及び家計審査に必要な様式（ P10～P12参照） を 出力し 、 各

証明書類を添付の上、 次の要領で郵送し てく ださ い。

※提出前には、 再度、 不備や不足が無いか確認し てく ださ い。

【 郵送方法】 「 レタ ーパッ ク ラ イ ト 」 のみ

【 提出期間（ 期限必着） 】

令和３ 年７ 月２ ８ 日（ 水） ～ ８ 月６ 日（ 金） （ 在学生）

【 郵 送 先】 〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪２ 丁目４ ０ －１

熊本大学学生支援部学生生活課経済支援担当 宛

※書類提出は、 「 レタ ーパッ ク ラ イ ト 」 （ 追跡確認ができ るため） を使用し 、 品名欄に

「 学生番号」 、 「 学部、 教育部等名」 及び「 授業料免除書類等在中」 と 記載し て郵送し てく ださ い。

電話番号は必ず記載し てく ださ い。

・ 後期分授業料免除の最終判定の結果は、 11月下旬に通知予定です。 電子掲示板（ メ ール） 及び学内掲

示により 通知について連絡し ます。

・ 免除の結果は、 学務情報システム「 SOSEKI」 に掲載し ますので、 学生本人が次の要領で確認し てく だ

さ い。 ご家庭（ 保護者等） へ郵便での通知は行っ ており ません。

http://uportal.kumamoto-u.ac.jp/にアク セスし て学内パソ コ ンから 「 熊本大学学務情報システム

（ SOSEKI)」 を開く

「 学生情報」 →「 学生ポート フ ォ リ オ」 →「 学費収納状況」 →「 授業料免除」 欄で結果確認

免除結果通知

１ 次申請（ 入学料・ 授業料免除申請システム入力）

※申請システム入力については、 「 申請システム入力方法 」 （ 後日、 本学公式ウェ ブサイ ト に掲載し ます） を参

考に行っ てく ださ い。

こ のし おり のP１ ０ 「 4． 提出書類」 を確認し て必要書類を事前に準備し てく ださ い。 様式は、 本学公式

ウェ ブサイ ト （ 大学生活 >  入学料・ 授業料・ 奨学金等 > 授業料免除 > 令和３ (2021） 年度大学独自制度の授

業料免除について） に掲載し ています。

必要書類の準備

（ ２ ） 各手続き について

不備書類等の連絡（ 不備等がある場合）

・ 不備等があっ た場合には、 stメ ール及び大学に登録さ れているメ ールアド レス等または、 「 レタ ーパッ

ク ラ イ ト 」 の連絡欄に記入さ れている連絡先等に連絡し ますので、 速やかに対応し てく ださ い。 連絡

に応答がない場合や期限までに提出がない場合は、 申請を 取り 下げたも のと みなし ます。
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○授業料免除申請書

○添付書類（ 全てＡ ４ サイ ズで提出）

 全員提出

  （ 様式１ ） 授業料免除連絡票

  （ 様式２ ） アルバイ ト 収入状況申立書

  （ 様式３ ） 奨学金受給状況申告書

 家計審査に必要な書類（ それぞれ該当するも のを提出）

  （ 様式４ ） 源泉徴収票等貼付台紙

  （ 様式５ ） 給与支給（ 見込） 証明書

  （ 様式６ ） 退職及び退職金支給証明書

  （ 様式７ ） 在学状況及び授業料免除状況証明書

  （ 様式８ ） 申立書・ （ 様式８ の２ ） 就労に関する申立書

  （ 様式９ ） 母子・ 父子世帯申立書

  （ 様式10） 独立生計者申立書

  （ 様式11） 長期療養証明書

  （ 様式12） 単身赴任証明書

  （ 様式13） 主たる家計支持者の別居（ 単身赴任等） に係る支出状況申告書

  （ 様式14） 年金受給状況申告書

  （ 様式15） 生活保護支給申立書

 ※証明書類が必要なも のがあり ますので、 次頁以降をよく 読んでく ださ い。

（ ２ ） 該当者が提出する書類

４ ． 提出書類 ※マイ ナンバーの記載のある書類は提出し ないでく ださ い。

（ １ ） 申請者全員が提出する書類（ 必須）

※（ １ ） の申請者全員が提出する書類（ 必須） だけでは審査ができません。 本人と 同一生計家族でP11～P12の対象

者に該当する場合は、 該当する全ての項目について、 証明書等を提出し てく ださ い。

（ 源泉徴収票（ 写） や確定申告書（ 写） を提出する場合も 、 市区町村発行の所得（ 課税） 証明書は全員必要で

す。 ）

※ 同一生計と は、 同居・ 別居、 世帯分離を問わず家計を支える者が送金等を行う など、 生活費に一体性がみら れる

状態のこ と をいいます。

※P19にチェ ッ ク リ スト があり ますので活用し てく ださ い。

 

 

提出書類 留意事項

授業料免除申請書（ A４ 版、 ３ 枚）
令和3年10月1日現在で入力し てく ださ い。 片面印刷のう え、 必ず左上をホチキス留めし

て提出

アルバイ ト 収入状況申立書 該当がなく ても 必ず提出し てく ださ い。 （ 様式２ ）

授業料免除連絡票 免除申請書に添えて提出し てく ださ い。 （ 様式１ ）

奨学金受給状況申告書 受給し ていなく ても 必ず提出し てく ださ い。 （ 様式３ ）

市区町村発行の最新の所得（ 課税） 証明書（ 原本） 幼児、 就学者を 除く 同一生計家族全員分の個人証明（ １ 人１ 枚） が必要です。 世帯分

（ 家族で１ 枚） ではあり ませんのでご注意く ださ い。 専業主婦等や１ ８ 歳以上で収入

がない方（ 予備校生を 含む。 ） の分も すべて必要です。

※大学院生は本人分も 提出し てく ださ い。 申請者の兄弟姉妹が学生（ 就学者） の場合

は必要あり ません。

※ こ れら の必要項目

全てが記載さ れているも の。 証明書の名称は地方自治

体により 異なり ます。 申請時現在の最新版は、 令和２

年分（ 令和2年1月～令和2年12月） の証明です。

収入 所得 課税額
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※（ 写） 以外は原本の提出が必要です。所得等に関する証明書類

特別控除に関する証明書類

対象者
本人

チェ ッ ク
発行機関等

母子・ 父子世帯 申請者本人

就学者がいる場合（ 本人及び小・ 中学生を除

く 。 ）

就学者の在学学

校

障害者、 要介護者（ 要介護認定１ ～５ ） 、 原爆

被爆者（ 原爆被爆者は障害がある場合のみ） が

いる場合

所轄官庁、 病院

など

６ ヶ 月以上の長期療養者がいる世帯 病院、 薬局など

申請前６ ヶ 月以内（ 新入生については入学前１

年以内） に火災・ 風水害にあっ た世帯（ ※）

消防署、 警察

署、 市区町村な

ど

主たる家計支持者が別居し ている世帯（ 勤務先

の命令によるも のに限る。 ）
勤務先など

学資負担者が６ ヶ 月以内（ 新入生については入

学前１ 年以内） に死亡し た場合

保管中のも の

勤務先、 関係機

関

被（ 罹） 災証明書、 被災額証明書などの被害金額が分かるも の又は被害届受付番号など

確定申告により 雑損控除を受けている場合は、 その金額が分かるも の

損害保険金等がある場合は、 その支払金額が分かるも の

単身赴任証明書(様式12)及び主たる家計支持者の別居（ 単身赴任等） に係る支出状況申告書

(様式13)  ※証明と なる領収証等のコ ピーも 提出し てく ださ い。

死亡が確認できる書類

(退職金・ 保険金・ 遺族年金等の支払(見込） 金額が分かる書類も 併せて提出するこ と 。 )

※Q＆A⑬参照

長期療養証明書 （ 様式11）  ※申請時現在、 仕事に復帰し ている場合は該当し ません。

障害者手帳（ 写） 、 療育手帳（ 写） 、 介護保険被保険者証（ 一・ 二面） （ 写）

被爆者健康管理手帳（ 写） など

証明書等の種類

母子・ 父子世帯申立書 （ 様式9）

在学状況及び授業料免除状況証明書 （ 様式7）

※必ず本学の（ 様式7） を使用し てく ださ い。

対象者
本人

チェ ッ ク
発行機関等

給与所得者

①令和元年12月以前から 同一会社等に

継続し て勤務し ている場合

源泉徴収票（ 令和２ 年分） (写）

※複数の勤務先がある場合は、 すべてを提出
勤務先

②令和２ 年10月以降に就職・ 転職し 、

現在も 継続し て勤務し ている場合

給与支給（ 見込） 証明書 （ 様式5）

就労に関する申立書（ 様式８ の２ ）

③令和２ 年10月以降に退職し た場合

（ 退職日が確認できるも の）

退職日が確認できる以下のいずれかの書類

離職票（ 写） 、 源泉徴収票（ 令和２ 年分） (写)、 退

職及び退職金支給証明書(様式6)※（ 様式8の2） も

併せて提出するこ と 。

④令和３ 年４ 月以降に退職し た場合

（ 退職金がない場合も 必要）

退職及び退職金支給証明書 （ 様式6）

就労に関する申立書（ 様式８ の２ ）

令和２ 年の中途以降に新たに事業を始め

た場合

最近3ヶ 月の収入金額、 必要経費、 所得金額が分か

るも の。 実績がない場合は、 上記の見込み金額が

分かるも の（ 事業主本人の申立書、 A4版様式自

由、 署名、 押印、 コ ピー不可） （ 様式８ の２ ）

事業主本人

年金（ 恩給） 受給者

※公的年金（ 老齢基礎・ 厚生・ 障害・ 遺族・ 共

済・ 企業・ 農業年金等） 、 個人年金、 恩給等

日本年金機構、

共済組合、 保険

会社など

申請前６ ヶ 月以内(R3.4.1～R3.9.30)に臨時所得

（ 退職金、 保険金など） がある場合
勤務先

保険会社など

失業中の場合 ハローワーク

休職中の場合 健康保険組合等

育児休業中の場合 ハローワーク 等

児童手当、 児童扶養手当、 特別児童扶養手当を

受給し ている場合
市区町村など

生活保護を受けている場合 市区町村など

健康管理手当を受けている場合 所轄官庁

就労可能で無職無収入（ 専業主婦を除く 。 ） の

者がいる場合

(18歳以上の者で予備校生を含む。 ）

該当者本人

日本学術振興会特別研究員に採用さ れている場

合（ 本人及び配偶者）
日本学術振興会

給与所得以外の所得がある者

（ 自営・ 農業等・ 外交員・ 不動産・ 雑所得・ 利

子配当・ 株式譲渡・ 一時所得等がある者）

所得者本人

（ パート ・ アルバイト 等を含む。 申請者本人の

アルバイト は不要）

※右の①～④について該当するも のを全て提

出。 ②～④に該当する場合は就労に関する申立

書（ 様式8の2） も 必ず提出のこ と 。

証明書等

勤務先 (様式5）

前勤務先

(様式6）

(様式8の２ )は

所得者本人

令和２ 年分確定申告書の第一表･第二表・ 第三表（ 税務署に提出し た申告書控） （ 写） ※確

定申告で分離課税分がある場合は、 第三表も 提出するこ と 。

※確定申告を行っ ていない場合は、 令和３ 年度市（ 町） 県民税申告書等の令和２ 年分の収入

金額、 必要経費、 所得金額が分かるも の

※（ 様式14） を1人１ 枚ずつ使用し 、 次の中で一番日付の新し いも のを貼付のう え、 年金の

種類別の年額を全て記入し て提出するこ と 。

・ 最新の年金額改定通知書（ 写）

・ 年金振込（ 支払） 通知書（ ハガキ） （ 写）

・ 年金の源泉徴収票（ 写）

退職金源泉徴収票（ 写） 、 保険金支払証明書など臨時所得の金額及び受取日が分かるも の

〔 退職金がある場合は、 退職及び退職金支給証明書（ 様式6） でも 可〕

雇用保険受給資格者証（ 第1面～第4面） （ 写）

採用決定通知書（ 写） 、 研究遂行経費の申請状況の判断できるも の

申立書（ 様式8）

休職証明書（ 休職期間が明記さ れているも の）

傷病手当受給者は傷病手当金通知書（ 写） など支給月額が分かるも の

育児休業手当、 育児休業給付金受給資格者証（ 写） など支給月額が分かるも の

最新の認定・ 支払通知書又は児童扶養手当受給証など支給額が分かるも の（ 写）

最新の保護決定通知書など扶助料（ 最近３ ヶ 月分） が分かるもの(写）

生活保護支給申立書（ 様式15）

健康管理手当証など支給額が分かるも の（ 写）
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独立生計者に関する証明書類

その他の証明書類

＊上記以外にも 大学側が必要と 認める場合、 別途書類の提出を求めるこ と があり ます。

＊所得（ 課税） 証明書等の原本を提出する書類は、 発行日から ３ か月以内のも のを提出し てく ださ い。

＊A４ サイ ズより 小さ いサイ ズの証明書類等は、 指定さ れた貼付台紙に貼付のう え、 提出し てく ださ い。

●源泉徴収票等 ・ ・ ・ ・ 様式４ ●年金に関するも の ・ ・ ・ ・ 様式14

《 注意事項》

①給与所得者や年金受給者で確定申告をする方は、 必ず、 源泉徴収票や年金に係る証明のコ ピーを

保管のう え、 免除申請時にそのコ ピーを証明書類と し て大学へ提出し てく ださ い。

源泉徴収票等のコ ピーがない場合は、 勤務状態（ 継続・ 退職） や年金受給期間等が確認できない

ため、 再発行を求める場合があり ます。

②年金受給者がいる場合は、 様式14に受給者ごと （ 1人1枚） に証明書類を貼付し 、 必要事項を記入

のう え、 提出し てく ださ い。

対象者
本人

チェ ッ ク
発行機関等

令和２ 年度に申請者本人が給付奨学金を受給

し た者（ 卒業・ 修了後、 返還の必要がないも

の）

本人所持のも の
奨学生の決定通知書（ 写）

※令和３ 年4月入学の新入生は、 提出不要です。

証明書等の種類

※災害救助法の適用と なっ た災害により 被災し た世帯で、 全壊・ 大規模半壊の世帯は、 「 災害枠」 で申請し てく ださ い。

半壊・ 床上浸水の世帯は、 「 一般枠」 と 「 災害枠」 で併願し てく ださ い。

対象者
本人

チェ ッ ク
発行機関等

本人所持のも の

市区町村、 本人

所持のも の

市区町村、 勤務

先など

証明書等の種類

独立生計者（ 次の全ての認定要件に該当するこ

と 。 ）

【 認定要件】

1,所得税法上及び健康保険上、 父母等の扶養家

族でない者

2.本人（ 及び配偶者） の父母等と 別居し ている

者

3.本人（ または配偶者） に収入があり 、 その収

入について所得申告がなさ れ、 所得証明書が

発行さ れる者

・ 本人または配偶者が筆頭の健康保険被保険者証（ 写） （ 国民健康保険の場合は、 本人また

は配偶者が世帯主） （ 要件１ ）

・ 住民票、 運転免許証などの本人（ または配偶者） 及び父母に関する確認書類（ 写） （ 要件

２ ）

・ 本人（ 配偶者があると きは配偶者を含む。 ） の最新の市町村発行の所得（ 課税） 証明書

（ 原本） 及び源泉徴収票（ 写） または確定申告書第一表・ 第二表（ 控） （ 写）  など収入が確

認できるも の（ 要件３ ）

独立生計者申立書（ 様式10） 及び以下に例示する書類の提出により 、 全ての認定要件を満たし ているこ と を証

明し てく ださ い。
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令和3年10月1日現在で作成すること。
入学料免除・授業料免除申請システムでは、申請システムにて下書きの申請書を印
刷し、入力すべき項目を確定した後、入力を行ってください。

５ ． 『 授業料免除申請書』 の作成について

（ １ ） 授業料免除申請書（ １ 次申請で入力）

記載内容は令和３ 年10月１ 日現在の状況

を入力し てく ださ い。

なお、 記載内容が、 事実と 異なるこ と が

判明し た場合は、 免除が許可と なっ ても 許

可を取り 消す等、 処分の対象と なるこ と が

あり ますので注意し てく ださ い。

（ ２ ） 申請理由

①本人を主体にし て入力し てく ださ い。

記載内容は、 申請時現在（ 令和３ 年10月１ 日

現在） において申請するに至っ た事情、 特に

説明を要する事情、 経済的に授業料の納付が

困難な理由を具体的に入力し てく ださ い。

※ローン返済は申請理由と し て相応し く あり

ません。

②主たる家計支持者が無職・ 失職中の場合は、

その年月、 生活費の出所を所定欄に入力し て

く ださ い。 （ 主たる家計支持者が無職・ 失職

中の場合、 いつから その状況にあるのか、 生

活費をどのよう にまかなっ ているのか等につ

いて入力し てく ださ い。 ）

（ ３ ） 休学歴

申請時現在に在学し ている課程において休学歴がある場合は、 その期間・ 理由を入力し てく ださ い。

（申請理由：本人が具体的に書くこと）

   父は、衣料品店を経営していますが、数年前に自宅近くに大型店が

進出したため、売上げ高が減少し、経営不振に陥っている状態です。

　私は３年生となり、勉学に忙しくなり、アルバイトをする時間的

余裕がありません。また、弟と妹を含めた３人の学費の出費が多く、

家計に大きな負担となっています。

　以上の理由により、学費の納入が非常に困難なため、授業料の免除

を認めていただきますようお願いいたします。

（主たる家計支持者が無職・失職中の生活費の出所）

　　　　年　　　月～

・生活費の出所：

※
病気・留学・その他（ ）

※
病気・留学・その他（ ）

※
病気・留学・その他（ ）

期間 ～ 理由

理由

期間 ～ 理由

休
学

歴

期間 ～

熊 本 大 学 長 　殿

文 学部 文 学科

※
修士

研究科 博士（前期） 課程
教育部 専攻 博士（後期）

※

入進学年月　令和 元年 4 月 （入学・進学・編入学）

学年　　３ 年

氏名（本人が署名すること）

授業料免除申請書

　授業料納入困難のため、令和 3 年度の授業料を（ ※ 通年・前期・後期分 ）免
除くださるよう関係書類を添えてお願いいたします。

熊　本　一　郎

令和3年10月1日
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③就学者を除く 家族

１ ） 「 氏名」 欄は同居・ 別居を問わず申

請者と 生計を同じ く する方で、 就学者を

除いた家族を全員入力し てく ださ い。 就

学者（ 小学生以上） は（ 7） 右欄の就学者

欄のみに入力し てく ださ い。

３ ） 「 現在の職業」 欄は、 無職の場合も 空欄にせず、 「 無職」 と 入力し てく ださ い。 前年又は本年の途中から 就職（ 業）

の場合は、 その年月を（ ） 書きし てく ださ い。

①学生番号

学生番号を入力し てく ださ い。

②住所

令和３ 年１ ０ 月１ 日現在と し 、 本人欄と

家庭欄の両方を入力し てく ださ い。 引越し

の予定がある者は引越先の住所を入力し て

く ださ い。

引越の予定があり 、 住所が決まっ ていな

い場合は、 引越予定と 入力し てく ださ い。

４ ） 主たる家計支持者に○印、 同居・ 別居（ 同居・ 別居は家族住所での同居・ 別居です。 ） を選んでく ださ い。

父又は母が死亡・ 生別の場合は、 氏名欄に記名の上（ ） で囲み、 その年月等を「 特別控除」 の「 母子・ 父子世帯」

欄に入力し てく ださ い。 《 ※例： （ 熊本太郎） 》

※配偶者がいる場合は、 父又は母の欄を空欄と し 、 母の下に「 妻（ 夫） 」 入力し 、 氏名等を入力し く ださ い。

（ 他欄には入力し ないこ と 。 ）

（ ４ ） 家庭調査票

（ ５ ） 「 収入状況欄」 は入力不要です。

続柄 本人 父 母 姉 祖父 祖母
区分 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

給料・賃金

役員報酬

専従者給与

年金・恩給

収 失業給付金

生活扶助費

アルバイト

入 商　　　業

工　　　業

農 ・ 林業

漁　　　業

状

家　　賃

地　　代

利子・配当

況 内　　職

親戚等の援助

そ の 他

退 職 金

保 険 金

資産譲渡

山林所得

その他

注１．給与所得は、前年１年間の収入金額（源泉徴収票の支払金額）を記入すること。

注２．給与所得以外の所得は、前年１年間（臨時所得は申請前６ヶ月間）の収入金額から

　　　必要経費を控除した額を記入すること。

備 考

 

給

与

所

得

　
（

注

１

）

　

給

与

所

得

以

外

の

所

得

　

　

　

　
（

注

２

）

臨

時

所

得

計

計

そ

の

他

の

雑

所

得

入力不要

２ ） 「 年齢」 欄は、 必ず入力し てく ださ い。

5 13 クマモト イチロウ

1 9 9 L 9 9 9 9 熊 本 一 郎
（２０歳）

〒 ８６０－００００ 〒 ８６６－００００

15 20

父 熊 本  太 郎 5 4 衣料品小売業
2 5 3 0

母 　　　春 子 5 2 農　業
3 5 4 0

姉 　　　夏 子 2 6
4 5 5 0

祖父
　　　秋 夫 7 7 専従者

5 5 6 0

祖母
　　　冬 子 7 5 な　し

6 5 7 0

7 5 8 0

8 5 9 0

℡　０９６５－００－００００℡　０９０－０００－００００

続 柄 氏 名
給与所得の計 給与所得以外の所得計

(税込）　（千円） (税込）　（千円）

家 庭 調 査 票

学生番号 －
フリガナ

氏 名

住

所

等

本

人

家

族

熊本市中央区黒髪３丁目○ー○ 八代市○○町○○

年 齢 現 在 の 職 業

本 人

　
就
学
者

を
除
く
家
族

⌒

主

た

る

家

計

支

持

者

に

○

　

別

居

者

に

×

）

会社員
(R1.6～)

網掛けの欄は

大学入力欄です。

申請者は入力で

き ません。
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（ ７ ） 就学者（ 本人以外）

➀兄弟姉妹の在学校等は、 令和３ 年10月１ 日現在の就学者について入力し てく ださ い。

就学者と は、 次に在籍する者をいいます。 小学校、 中学校、 高等学校、 高等専門学校、 大学（ 短大、 大学院、

専攻科、 別科を含む。 ） 、 特別支援学校、 専修学校の高等課程・ 専門課程、 放送大学の全科履修生。

各種学校（ 予備校、 防衛大学校、 水産大学校、 職業能力開発大学校、 農業大学校、 イ ンタ ーナショ ナル・ ス

ク ール等） に在学し ている者や、 大学の研究生、 聴講生、 科目等履修生等は就学者に該当し ませんので、

（ 4） 家庭調査票の「 就学者を除く 家族」 欄に入力し てく ださ い。

②「 設置区分」 ・ 「 通学区分」 は、 小中学生も 含めて、 必ずいずれかを選択し てく ださ い。

③「 在学校」

１ ） 学校名は正式名を入力し 、 熊本大学在学の場合は、 学部又は研究科・ 教育部名を（ ） 書きし てく ださ い。

２ ） 令和３ 年10月から 大学等への進学を予定し ている就学者がいる場合で、 申請時点で未定の場合は、 進学

予定先の学校名を（ ） 書きし てく ださ い。

３ ） 学年は、 令和３ 年10月１ 日現在で入力し てく ださ い。

④「 授業料免除状況」 は、 兄弟等が国立学校法人に在学し ている場合の入力欄です。 「 在学状況及び授業料免除状

況証明書（ 様式７ ） 」 をも と に必ず入力し てく ださ い。 「 授業料年額」 は、 前期・ 後期のどちら か一方でも 授業料

免除を受けた場合は、 入力が必要です。 （ 「 授業料年額」 は千円未満切上げ）

②当年度受給状況

日本学生支援機構の貸与型奨学金に

ついて、 令和3年度１ 年間（ R3.4～

R4.3） に受給予定の日本学生支援機構

奨学金の種類について入力し てく ださ

い。 （ 申請中のも のは入力し ないでく

ださ い。 ）

③前年度奨学金受給状況

令和２ 年度１ 年間（ Ｒ 2.4～Ｒ 3.3）

に受給し た給付奨学金（ 卒業後返還を

要し ない奨学金） について記入し てく

ださ い。

（ ６ ） 就学者（ 本人）

①通学区分

令和３ 年10月１ 日現在の通学区分をどちら か選択し てく ださ い。 （ 独立生計者は自宅を選択し てく ださ い。 ）

通学区分

本 ※115 前年度

1.自宅 奨学金 　を要する奨学金）については記入しない。 受給額(年額)　(千円)

人 受給状況 117

2.自宅外 (月額)

続 設置 通学

氏　名 在　学　校

柄 区分 区分 前 期 後 期

※121 ※122 ※123 ※124 ※125 126

1:国立 1:小学校　2:中学校　3:高校 0:無 0:無

兄 冬彦 4:大学　5:高専　6:専修学校(高等課程) 1:自宅

2:公立 7:専修学校(専門課程) 1:全額 1:全額 5 3 6
学校名　　熊本大学（理学部） 2:自宅外

3:私立 (４)年 2:2/3,半額,1/3 2:2/3,半額,1/3

※129 ※130 ※131 ※132 ※133 134

1:国立 1:小学校　2:中学校　3:高校 0:無 0:無

弟 大地 4:大学　5:高専　6:専修学校(高等課程) 1:自宅

2:公立 7:専修学校(専門課程) 1:全額 1:全額

学校名　○○○○高校 2:自宅外

3:私立 (２)年 2:2/3,半額,1/3 2:2/3,半額,1/3

※137 ※138 ※139 ※140 ※141 142

1:国立 1:小学校　2:中学校　3:高校 0:無 0:無

妹 千春 4:大学　5:高専　6:専修学校(高等課程) 1:自宅

2:公立 7:専修学校(専門課程) 1:全額 1:全額

学校名　医療ビジネス専門学校 2:自宅外

3:私立 （福岡）　　　　　　　(２)年 2:2/3,半額,1/3 2:2/3,半額,1/3

※145 ※146 ※147 ※148 ※149 150

1:国立 1:小学校　2:中学校　3:高校 0:無 0:無

妹 千夏 4:大学　5:高専　6:専修学校(高等課程) 1:自宅

2:公立 7:専修学校(専門課程) 1:全額 1:全額

学校名　○○○中学校 2:自宅外

3:私立 (１)年 2:2/3,半額,1/3 2:2/3,半額,1/3

※153 ※154 ※155 ※156 ※157 158

1:国立 1:小学校　2:中学校　3:高校 0:無 0:無

4:大学　5:高専　6:専修学校(高等課程) 1:自宅

2:公立 7:専修学校(専門課程) 1:全額 1:全額

学校名 2:自宅外

3:私立 (　)年 2:2/3,半額,1/3 2:2/3,半額,1/3

（ ３０ ）千円

※116　1:一種　2:二種　3:併用当年度受給状況　　　日本学生支援機構奨学金　　　

就

学

者

（

別

居

者

に

×

）

授業料免除状況

年額（千円）

授　業　料

前年度状況（国立学校の就学者のみ記入）

　給付奨学金（卒業後返還しなくてよい奨学金）のみ記入。貸与奨学金（卒業後返還

　奨学金名：　　○○奨学金
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※ ※ 201

 母子父子世帯 母無 死亡・生別　（　　　年　　　月） 0:該当せず

父無 死亡・生別　（　　　年　　　月） 1:該当

続柄（　祖父　）　※　障害者・原爆被爆者（障害　有・無　）202

 障害者の 　　　　　　　　　　　　要介護者、要介護状態区分（   　）

 いる世帯 続柄（　　　　　）　※　障害者・原爆被爆者（障害　有・無） 人

　　　　　　　　　　　　要介護者、要介護状態区分（　　　）

続柄（　祖母　）　療養期間　28年8月から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 長期療養者の ※　入院・通院・自宅療養　１ヶ月当たり療養費　３０　千円

 いる世帯　　　　　続柄（　　　　　）　療養期間　　　年　　　月から 203

※　入院・通院・自宅療養　１ヶ月当たり療養費　　　　　千円

 主たる家計 １ヶ月当たり住居・光熱費等 208

 支持者の別居 千円　

 火災・風水害・ 被害内容 213

 盗難等の災害を

 受けた世帯 被害額　　　　　　　千円

218 人 220 223

　A:Ａ級地　B:Ｂ級地 　　0:不適格　1:適格

224 227 辞退

　1:一般　　　　 2:家計　　　3:学力 　　　　　 4:事由

　5:事情（家計支持者死亡）　　6:事情（災害）　7:事情（その他）

社 会 人
228

０：該当せず　　１：該当 特別控除(家賃)千円
229

※ 印は、該当するものを○で囲むこと。 大学認定欄（網掛け部分）は記入しないこと。

合計（年額）（千円）

特

別

控

除

大

学

認

定

家 族 数 居 住 地 学 力

申 請 区 分

①母子父子世帯

父又は母のどちら か一方、 あるいはその両方が死亡・ 生別の場合は、 （ 4） 家庭調査票の「 就学者を除く 家族」 欄に

（ ） 書きにて入力の上、 こ の欄にも 入力し てく ださ い。

③長期療養者のいる世帯欄は、 ６ ヶ 月以上療養中又は療養見込の者について、 １ ヶ 月平均療養費を入力し てく ださ い。

（ 入院の場合の食費は除く 。 ） （ 様式11を提出し てく ださ い。 ）

②障害者のいる世帯欄は、 障害者手帳、 要介

護手帳、 医師の証明書等により 入力し てく だ

さ い。

原爆被爆者については、 障害の有無を選択し 、

要介護者については、 要介護状態区分を入力

し てく ださ い。 （ 手帳のコ ピーや証明書等と

年金を受給し ている場合はその内容を申告

（ 様式14） し てく ださ い。 ）

④主たる家計支持者の別居欄は、 特別に支出し ている住居費、 光熱・ 水道費の１ ヶ 月平均月額を入力し てく だ

さ い。 （ 様式12、 13を提出し てく ださ い。 ） ただし 、 勤務先から 命令さ れた単身赴任で、 別居のため特別に支出し て

いる実費が単身赴任手当等の金額を上回る場合のみ、 控除の対象と なり ます。 自己都合の別居は対象外ですのでご注意

く ださ い。

⑤火災、 風水害、 盗難等の被害を受けた世帯欄の入力は、 支出が増大し たり 、 収入が減少し て将来（ 長期） にわたり 著

し く 困窮状況におかれると 認めら れる場合に限り ます。

・ 火災→火災等の写真3枚程度、 火災保険通知書（ 金額入り ） のコ ピー等

・ 風水害→風水害の被害が分かる写真3枚程度、 風水害支出の領収書等

・ 盗難等→警察署への被害届のコ ピー、 盗難さ れた品物の一覧及び金額がわかるも の等

（ ８ ） 特別控除

特別控除を希望する場合は、 必要事項を入力のう え、 必要書類を提出し てく ださ い。 区分に該当する方がいても 、

控除を希望し ない場合は不要です。

「 在学状況及び授業料免除状況証明書」 （ 様式７ ） について

①高校生以上の就学者については、 必ず「 在学状況及び授業料免除状況証明書」 （ 様式７ ） を提出し てく ださ い。

様式７ 以外による証明書（ 在学証明書等） は受付できません。 〔 Q＆A⑥を参照〕

②証明を提出後に退学等、 証明内容に変更があっ た場合は、 速やかに経済支援担当まで申し 出てく ださ い。
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質問 回答

① １ 次申請、 ２ 次申請と は何でし ょ う か。

学部生及び大学院生は、 令和３ 年度から 入学料・ 授業料免除申請は、 申請システムによる入力が必要にな

り ます。

１ 次申請（ 申請システム入力） 及び２ 次申請（ 書類提出） を完了するこ と で受付し ます。

②
授業料免除申請は、 1年に1回すればよいので

し ょ う か。

通年（ 前期・ 後期） 申請の場合、 授業料免除前期の申請時点（ 4月1日） から 、 後期の申請時点（ 10月1

日） の間で、 世帯の構成員の増減、 就学者の増減、 就職/退職し た人、 年金等の受給開始等が無ければ後期

分の申請書類の提出の必要はあり ません。

③
１ 次申請確定後に間違いに気づいた場合、 変更

し たいのですが、 可能でし ょ う か。

1次申請期間内であれば、 申請内容の修正は可能です。 申請期間が過ぎた後に修正する場合は、 経済支援担

当まで連絡し て下さ い。

質問 回答

④
2次申請の受付期間までに一部の書類が間に合い

ません。

レタ ーパッ ク ラ イト で郵送する際に、 不足書類がある場合は「 授業料免除連絡票」 に提出予定日を記入し

て同封し てく ださ い。 間に合わない書類は、 提出予定日までに別途送付し てく ださ い。

⑤ 源泉徴収票は、 コ ピーでいいですか。 コ ピーを提出し てく ださ い。

⑥

高校生以上の就学者の「 在学状況及び授業料免

除状況証明書」 は、 各学校が発行する「 在学証

明書」 でも いいですか。

各学校が発行する「 在学証明書」 では就学者の在学状況や通学状況等が確認できないため、 証明書と し て

受領できません。 必ず、 本学所定の（ 様式7） をご使用く ださ い。

⑦
親は会社員ですが、 所得（ 課税） 証明書と 源泉

徴収票(写） のどちら も 必要ですか。

どちら も 必要です。 所得（ 課税） 証明書で所得の種類（ 給与収入・ 営業所得・ 農業所得等） やその他の所

得（ 不動産や雑所得等） を確認し 、 それぞれについて、 給与収入であれば源泉徴収票（ 写） で、 営業・ 農

業所得や不動産所得等であれば、 所得税の確定申告書（ 写） 、 あるいは市（ 町） 県民税申告書（ 写） で収

入又は所得の金額を確認し ます。

⑧
母は専業主婦で収入があり ません。 収入がない

人でも 所得（ 課税） 証明書は必要ですか。
収入が無かっ たこ と を証明するために必要です。 無職であっ ても 、 確認のために提出をお願いし ます。

⑨
祖父母は年金受給者ですが、 所得（ 課税） 証明

書は必要ですか。

必要です。 収入が年金のみの場合は、 所得（ 課税） 証明書と （ 様式14） を1人1枚ずつ使用し 、 次の中で一

番日付が新し いも のを貼付の上、 年金の種類別の年額を全て記入し て提出し てく ださ い。 [年金額改定通知

書（ 写） 、 年金振込通知書（ 写） 、 年金の源泉徴収票（ 写） ]

⑩
家族に無職の者がいますが、 所得（ 課税） 証明

書は必要ですか。

必要です。 所得に関する証明書に加え、 18歳以上で就労可能な無職・ 無収入の人がいる場合は、 無職であ

るこ と の申立書（ 様式８ ） も 提出し てく ださ い。

⑪
弟が３ 月に大学を卒業し 、 ４ 月から 就職し た

が、 何を提出すればよいですか。

給与支給（ 見込） 証明書（ 様式５ ） を提出し てく ださ い。

なお、 実家から 離れて別生計になる場合は、 何も 提出する必要はあり ませんし 、 申請書の家族欄に記入す

る必要も あり ません。

⑫
父（ 学資負担者） が３ 月に退職し ます（ し た）

が、 提出書類は何が必要ですか。

次の書類が必要です。 ※3～6は該当する全てについて提出し てく ださ い。 就労に関する申立書（ 様式8の

２ ） はいずれの場合も 併せて提出が必要です。

１ .所得（ 課税） 証明書

２ .退職及び退職金支給証明書（ 様式６ ）

３ .失業手当を受給する場合： 雇用保険受給資格者証（ 写）

４ .転職し た場合： 給与支給（ 見込） 証明書（ 様式５ ） （ 新し い職場で証明を受けてく ださ い。 ）

５ .無職と なり 失業手当を受給し ない場合： 無職であるこ と の申立書（ 様式８ ）

６ .年金を受給する場合： 年金決定通知書（ 写）

⑬
父（ 学資負担者） が、 亡く なり まし た。 どのよ

う な書類を提出すればよいですか。

１ .死亡が確認できる書類（ 死亡診断書（ 写） 、 戸籍抄本等）

２ .保険金があれば金額・ 支払年月日が分かるも の（ 保険金支払計算書（ 写） 等）

３ .退職金があれば、 金額・ 支払年月日が分かるも の（ 様式６ 等）

４ .遺族年金があれば、 その金額が分かるも の（ 年金振込通知書（ 写） 等）

５ .保険金・ 退職金・ 遺族年金がなければ、 その旨を記入し た申立書（ 様式８ ）

⑭
授業料の口座自動引落と し をし ていますが、 免

除申請中の引落と し はどう なり ますか。

免除の許可又は不許可の決定があるまでは、 申請中の学生の口座自動引落と し は行いません。 決定後、 引

き落と すこ と になり ます。

⑮ 学業成績の基準について教えてく ださ い。

⑯

両親から の仕送り は一切なく 、 アルバイ ト と 奨

学金で生活し ていますが、 独立生計者になり ま

すか。

両親から の仕送り がないだけでは、 独立生計者にはなり ません。

次の１ ～３ の全てに該当するこ と が、 独立生計者の条件です。

1,所得税法上及び健康保険上、 父母等の扶養家族でない者

2.本人（ 及び配偶者） の父母等と 別居し ている者

3.本人（ または配偶者） に収入があり 、 その収入について所得申告がなさ れ、 所得証明書が発行さ れる者

所得税法上、 父母等の扶養でないこ と 。

そ
の
他

１次申請（申請システム入力）

２次申請（書類提出）

申
請
手
続

提
出
書
類

６ ． 授業料免除に関する Q＆A

（ 学部）

・ 学部２ 年次以上： 前年度までにおいて、 本人の所属する学部等で定めら れた標準修得単位数を修得

し ている者で学業成績の指数（ GPA） が2.0以上、 かつ、 学業成績が上位1/2以内の者

「 前期も 後期も 」 年度内は同じ 成績で判定さ れます。

（ 大学院）

・ 大学院（ 修士課程・ 博士前期課程） １ 年次： 本人が在籍する研究科・ 教育部における入学試験の成

績が上位2/5以内の者又は学部等における学業成績が上位2/5以内の者

・ 大学院（ 修士課程・ 博士前期課程） ２ 年次以上： 前年度までにおいて、 標準修得単位数を修得し

ている者で、 学業成績等が研究科・ 教育部が定める一定基準以上の者

・ 大学院博士課程・ 博士後期課程： 学業成績等が本人の属する研究科・ 教育部が求める一定基準

以上の者
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７ ． 申請に当たっ ての注意点

■申請（ 1次及び2次） は、 必ず申請者本人が行っ てく ださ い。 代理人による申請は認めら れません。

■1次申請（ 申請システム入力） 後、 2次申請（ 書類提出） を行わなかっ た場合は、 申請を取り 下げた者と

し て取り 扱います。 こ の場合、 後日、 申請の取下げ願いを提出し ていただき ます。

■こ のし おり を熟読のう え、 提出書類は不備・ 不足のないよう 早めに準備し てく ださ い。 不備・ 不足がある場合

は、 事実確認ができ ないため選考から 除外する場合があり ます。

■提出期間を過ぎての申請は、 一切受け付けません。 ただし 、 学資負担者の死亡等による家計急変の際は、 授業

料の納入期限内の窓口開室時間にご相談く ださ い。

■1次申請期間後、 入力内容に変更があっ た場合は、 速やかに学生支援部経済支援担当まで届け出てく ださ い。

本人の休学や退学、 家族の就職や離職、 死亡、 兄弟姉妹の退学等が対象です。

■学期途中から の休学・ 復学、 また、 学期途中に修了・ 退学を予定し ている場合は、 免除の申請ができません。

申請後にこ のよう な事由が発生し た場合は、 申請取り 下げと なり ますので速やかに申し 出てく ださ い。

■記載内容が事実と 異なるこ と が判明し た場合は、 免除が許可と なっ ていても 許可を取り 消す等、 処分の対象と

なるこ と があり ます。

■マイ ナンバー制度の運用が開始さ れまし たが、 大学ではマイ ナンバーを受領でき ないため、 免除申請に添付

する各種証明書等は、 マイ ナンバーの記載がないも のを提出し てく ださ い。 なお、 マイ ナンバーが記載さ れ

た各種証明書等の交付を受けた場合は、 当該マイ ナンバー部分を油性のマジッ ク 等で塗り つぶし たう えで提出

し てく ださ い。

【 問合せ先】

〒860-8555 熊本市中央区黒髪２ 丁目４ ０ －１

熊本大学学生支援部経済支援担当

電話： 096-342-2126 窓口開室時間： 平日 ８ ： ３ ０ ～１ ８ ： １ ５

M AIL： gag-jumen@ jimu.kumamoto-u.ac.jp

授業料免除は、 学生本人の申請と なっ ており 、 学生自身がき ちんと 理解し て申請するよう 指導し ており ます。

また、 免除結果も 学生自身が学内のパソ コ ンから 確認するよう になっ ており 、 保護者の方への結果通知や郵送は行

っ ており ません。 学生の自立性を促すため、 ご理解、 ご協力の程よろ し く お願いいたし ます。

保護者の皆様へお願い

【 個人情報の取扱いについて】

授業料免除申請書等に記入さ れた内容や提出さ れた書類等の個人情報は、 授業料免除選考のために利用し 、

その他の目的に利用するこ と はあり ません。
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,

※書類はマイ ナンバーの記載がないも のを提出するこ と ！

本人 父 母 夫(妻) 兄 弟 姉 妹 祖父 祖母 他

1.授業料免除申請書

2.授業料免除連絡票  (様式1）

3.アルバイ ト 収入状況申立書  (様式2）

4.奨学金受給状況申告書  (様式3）

 (様式4)

 (様式5)

 (様式14）

 (様式6)

 (様式15）

 (様式８ ）

（ 様式8の2）

 (様式9)

 (様式7)

 (様式11)

 (様式12)

 (様式13)

 (様式10)

該

当

者

修学支援新制度の授業料等減免（ 認定） 申請書

修学支援新制度の授業料等減免（ 継続） 申請書

８ ． 【 提出前セルフ チェ ッ ク リ スト 】

最新の児童扶養手当証書（ 写） など受給金額がわかるも の

5.市区町村発行の最新の所得（ 課税） 証明書（ 原本） 1人1枚

給

与

・

所

得

関

係

令和２ 年分源泉徴収票（ 写） （ 貼付台紙）

給与支給（ 見込） 証明書

令和２ 年分確定申告書(写)(第一表、 第二表、 あれば第三表)

年金受給状況申告書

最新の年金振込通知書(写)・ 年金改定通知書(写)・ 年金の源泉徴収票(写)

退職及び退職金支給証明書

退職日が確認できる離職票・ 退職金源泉徴収票など（ 写）

雇用保険受給資格者証（ 第1面～第4面） （ 写）

休職証明書・ 傷病手当金通知書など（ 写）

育児休業手当・ 育児休業給付金受給資格者証（ 写）

児童手当等支払通知書（ 写） または受給金額がわかるも の（ 写）

全

員

提

出

独

立

生

計

者

独立生計者申立書

本人又は配偶者が筆頭の健康保険者証（ 写）

特

別

控

除

関

係

母子・ 父子世帯申立書

在学状況及び授業料免除状況証明書    

身体障害者手帳、 療育手帳、 介護保険被保険者証など（ 写）

単身赴任等に係る支出状況申告書

学資負担者の死亡が確認できる書類（ 写）

本人（ 配偶者も ） の所得に関する証明書、 源泉徴収票（ 写） 又は確定申告書（ 写）

※市県民税等まで証明さ れたも の（ 非課税の場合も 必要）

令和３ 年度 市(町)県民税申告書等（ 写）

生活保護支給申立書

奨学生の決定通知書（ 写） （ 新入生を除く 。 ）

最新の保護決定通知（ 写）  （ 受給金額がわかるも の）

日本学術振興会特別研究員採用決定通知書（ 写）

父母等と の別居が確認できるも の

長期療養証明書

単身赴任証明書

申立書（ 無収入などを申立書に記入）

就労に関する申立書

付録： 提出の必要はあり ません。

し おり を 熟読のう え、 必要書類を全て揃えて提出し まし ょ う 。 提出期間に合わせて計画的に準備をし まし ょ う 。
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